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次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 

 

１．招請の主旨 

  本件は、須崎御用邸において庭園の管理を行う工事である。 

  本件について、以下３の応募要件を満たし、本件の実施を希望する者の有無を確認することを目的とし

て、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 

公募の結果、３の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定事業者との契約手

続に移行する。 

なお、３の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定事業者と当該応募者における

競争入札に移行する。 

 

２．工事概要 

 （１）件名 令和８年度須崎御用邸庭園管理工事 

 （２）工事内容 本工事は以下を対象とする庭園管理工事である。 

①草地管理工    延べ 45,376 ｍ2 

②石垣管理工        420 ｍ2 

③マツ手入工          延べ   9 本（春季手入 7 本、秋季手入 2 本） 

④生垣寄植刈込工     延べ 18 ｍ・1,136 ｍ2 

⑤高木手入工        11 本 

⑥伐採工          50 本 

 （３）工期（至） 令和８年１２月４日（金） 

 

３．公募に参加する者に必要な資格等の要件 

  次の（１）から（11）の要件全てを満たすこと。 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号（以下「予決令」という。））第７０条の規定に該当し

ない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている者については、この限りではない。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４）令和７・８年度内閣府における建設工事競争参加資格において「造園工事」の「Ａ、Ｂ又はＣランク」

に格付けされた者であること。 

（５）次に掲げる条件を満たす同種工事の施工実績を有すること。 

①平成２３年度以降に国の機関、地方公共団体又は特殊法人等と契約（変更工事を含む。）した工

事（管理委託業務も認めるものとする。）。 

②同種工事とは、草刈、寄植刈込、樹木手入を実施する造園工事とする。ただし、施工実績について

は、単一の契約でなくても良いものとする。 

（６）工程管理に対する技術的所見が適正であること。 

（７）施工期間中に現場代理人を常駐で配置できること。 

（８）次の基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 



①１級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士、若しくはこれと同等以上の資格を有する者と

して国土交通大臣が認定した者。 

②実務経験が 10 年以上の者であること。 

③主任技術者にあっては直接的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料

を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない。 

④国土交通省において定められた次に掲げる通達の在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要

件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。 

１）「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的

な雇用関係の確認の事務取扱いについて」 

２）「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接

的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について（試行）」 

３）「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的か

つ恒常的な雇用関係の取扱い等について（改正）」 

４）「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取

扱いについて（改正）」 

（９）宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止等措置要領（平成１３年１２月４日付け宮内主発

第１８９号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（10）本工事の所在区域（静岡県）又は神奈川県内に建設業法の許可（当該工事に対応する建設業

種）に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 

（11）仕様書の交付を受けた者であること。 

 

４．問い合わせ先及び参加意思確認書の提出場所等 

（１）担当係 

  〒１００－８１１１ 東京都千代田区千代田１－１ 

  宮内庁管理部管理課経理係 

  電話０３－３２１３－１１１１ 内線３４９３又は３４７７ 

 （２）仕様書の交付期間、場所及び方法 

  交付期間：令和８年３月１７日（火）から同年４月３日（金）まで 

      上記の期間の毎日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項に

規定する行政機関の休日を除く。）、１０時００分から１７時００分までの間（ただし、１２時００分

から１３時００分までの間を除く。）。 

  交付場所：ア 宮内庁須崎御用邸管理事務所 

  〒４１５－００１４ 静岡県下田市須崎字嵐の尾１２０６－１ 

  電話０５５８－２２－６１０１ 

イ 宮内庁管理部管理課経理係 

住所等は４．（１）に同じ。 

  交付方法：交付場所にて直接交付する。 

      交付を希望する者は事前に４．（２）ア又はイに連絡の上、交付時に３．（４）に掲げる競争参加

資格を証明する資料を持参すること。 

 （３）参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

  提出期限：令和８年４月６日（月） １２時００分必着 

  提 出 先：４．（１）に同じ。 

  提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）すること。郵送の場合は、提出

期限に必着のこと。 

 

５．その他 

 （１）手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 



 （２）詳細は交付する仕様書による。 

 （３）３．（４）に掲げる競争参加資格の認定を受けていない場合にも、４．（３）により参加意思確認書を提出

することができる。ただし、その者が競争入札の要件を満たすものとして選定された場合であっても、競争

入札に参加するためには、入札説明書の交付の際には競争参加資格確認通知書の写しを提出するこ

と。 

 （４）皇居参入に際しては、事前に担当係（４．（１））に連絡をすること。なお、皇居への出入門は徒歩の場

合は坂下門、車両の場合は桔梗門又は乾門とする。いずれも事前の手続を要するので、時間に留意す

ること。 


